
 

 

 

日 時：2020 年 8 月 1 日（土） 14：45～17：00 

場 所：近畿本部 会議室（web 方式を併用） 

参加者：20 名（うち web 参加 13 名） 

CPD 時間：各 1 時間（1 演題ごと） 

 

今回の講演会では、出席する講師や参加者には、以下の対策の実施への協力をお願いした。 

１．出席 1 週間前から、1 日 4 回の検温による平熱の確認 

２・入室時でのマスクの着用と手指の消毒 

３．帰宅時で、三密不可避な場合に、抗ウイルスマスクの着用テストへの協力要請 

 

今回の講演会では、講師、参加者の在宅テレワーク者には、以下のデジタル技術を導入した。 

１．日本技術士会で採用した Microsoft Teams を用いた予行練習の実施と運用要領書の配布 

２．講師の了解のもと、配布資料の電子ファイル（PDF）を作成してもらい、ネット配信 

３．部会専用の銀行口座を 2 か所開設し、参加費の送入金のオンラインでの確認 

 

なお、字数の関係で割愛した箇所も含めた報告書は「化学部会」ＨＰに掲載する。 

（文責 伊藤 雄二） 

 

 

講演１「環境・エネルギーの現状と将来」 

  講師：末利 銕意氏（化学／総監） 

 

講師は、環境管理審査を専門分野とする技術士である。JICA 研修生の受け入れ指導なども行

っている。日本技術士会副会長も歴任されている。 

 

１．地球温暖化の現状                IPCC 第 5 次報告抜粋 

IPCC 第 5 次報告（左図）にあるよ

うに、気候システムの温暖化には疑う

余地がない。気温は 1880 年から 2012

年の間に 0.85℃上昇し、海氷面積や積

雪面積の減少、海面水位の上昇が起き

ている。 

温暖化が臨界点を超えると、中新世

中期（15~17 百万年前）に近い状態に

移行すると予測されている。中新世中

期では、CO2濃度 300-500ppm で（現

在 400ppm）、世界平均気温は産業革命前に比べて 4~5℃高く、海面水位は 10~60m 高かった。 

化石燃料から CO2 ゼロ排出エネルギーへの転換（脱炭素化）、CO2 を吸収する生態系の保全、

といった対策が必要となっている。 

 

★ 近畿本部 化学部会 ★ 

部会/活動グループ 報告・予告 



 

 

２．環境問題への国際的取り組み 

2015 年 COP21（国連気候変動枠組条約第

21 回締約国会議）にて、2020 年以降の温暖

化対策の国際枠組み『パリ協定』が正式に採

択された。産業革命前と比較して、世界の平

均気温上昇を 2℃未満に抑えることを、パリ

協定全体の目的としている。すべての国が削

減目標を 5 年ごとに提出・更新し、更新の際

には目標を深掘りすることになっている。ま

た、気候変動の影響に適応しきれず、実際に

「損失と被害（loss and damage）」が発生し

てしまった国々に対し、救済を行うための国際的仕組みも構築している。 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された、2030 年まで

に持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。17 のゴール・169 のターゲットから構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 

ESG 投資（責任投資）とは、投資の意思決定において、従来型の財務情報だけを重視するだけ

でなく、ESG（環境：E、社会：S、組織統治：G）も考慮に入れる手法のことである。国連責任

投資原則に世界の機関が署名し（2016 年時点 1759 機関、23 兆ドル）、ESG は一般的な投資手法

（メインストリーム）になっている。 

 

３．世界のエネルギーの現状とエネルギー政策 

各国で、個別事情に適応しつつ、環境問題への

対応を進めている。 

EU は、①エネルギーの安定確保に努めつつ、

②再生可能エネルギーの推進やエネルギー消費の

抑制を進めている。また、③欧州全体で電力網を

構築し、電力を融通し合う仕組みができており、

④エネルギー自由化も進んでいる。 

中国は、①国産の石炭資源を基礎とする、②エ

ネルギー源多様化を図る、③安定的・経済的・ク

リーン・安全なエネルギー供給体制を構築する、

などを原則とした第 11 次 5 カ年計画を進めてい

る。 

インドは、①石炭の増産、②エネルギー部門構

造改革・規制緩和の実施、③需要サイドの管理に

よる省エネルギー／エネルギー効率化を基本方針としている。 

 

2015年ドイツの電源別発電量内訳

出典）エネルギーバランスのためのワーキンググ

ループ（AGEB）2016.01.28 更新版 



 

 

４．日本のエネルギー政策 

日本は、福島原発事故によるエネルギー供給危

機など紆余曲折を経つつ、パリ協定目標に向けて

脱炭素へ舵を切っている。中国の台頭、地政学上

の緊張の高まり、EV 化競争の激化、原子力発電

への賛否、エネルギー市場の自由化など、いろい

ろ考慮すべき要素がある。 

2030 年に向けて、①温暖化ガスを年 1.7％削減

し、徹底した省エネルギーによってＧＤＰ当たり

のエネルギー消費を 2012年比 35％削減すること

を目標にしている。また、②電源構成の約半分を

非化石燃料で構成し、その半分を再生可能エネル

ギーで占めるとしている。 

 

５．将来のあり姿に対する意見 

2050 年のあり姿は以下のようになると予測している。 

①強靭な防災システム構築（温暖化対策）。 

②一次エネルギーは、主力が再生可能エネル

ギー、補完的に化石燃料。原子力も部分的

稼働。 

③二次エネルギーの主力は電力で、補完的に

水素。 

④スマートエネルギーネットワークが張ら

れ、電力市場を通じて時間的な売買が普

及。 

⑤蓄電装置の実用化が進んで、再エネの過不

足を補完。 

⑥蓄電装置の実用化が進まなければ、水素で

貯蔵・輸送するエネルギーシステムが補完。 

⑦自動車は高効率の電気自動車か水素自動車。 

⑧AI や IoT の活用による省エネ社会が実現。 

今後、持続可能原則に従い、人間活動は生態系の機能を維持できる範囲内に留める必要がある。

「持続可能な社会」に向けて価値観の大転換（パラダイムシフト）が起こりつつある。未来の地

球は不確かさで満ちているが、人類は持続可能な未来を切り開いていかねばならない。そのため

には、科学技術者だけでなく、技術を享受する一般人を含めた社会全体で考えていくことが必要

である。 

 

（文責 久保田 正博、監修 末利 銕意） 

  

  

価値観の大転換（パラダイムシフト） 
 

  日本の 2030年目標：エネルギーミックス 
出典：資源エネルギー庁 



 

 

講演２「感染症収束に向けた化学技術力の発揮」 

  講師：伊藤 雄二氏（化学）、化学物質管理士、有限会社相模ソリューション顧問 

 

講師は、化学物質のリスク評価を専門分野とする技術士。化学物質の有害性調査での国の専門

委員で、座長は公衆衛生学の泰斗である。その関連での教科書類も収集をしてきた経歴がある。 

 

１．公衆衛生と化学物質管理との関連性 

 公衆衛生における化学の立ち位置は、阻害要因

（公害など）は大きいものの、化学が貢献する分

野（消毒や保護具）も取り上げられている。 

公衆衛生は、憲法 25 条に規定される関係で、医

師資格者が携わる感染症の法体系には、化学物質

管理に係る法令が組み込まれる形になっていた。 

 

２．感染症の基礎知識 

感染症関係の教科書類は、公衆衛生、病理、産

業衛生、代謝と免疫分野から書物を紹介して、基

礎知識となる用語も解説している。 

 

新型コロナは感染症法の 2 類と 5 類に指定され

ており、保菌者は感染者と同じになる規定もある。

保菌者を知った管理者は保健所に届出の義務も付

くことになる。 

 

講師の考察によると、法的な面での応用課題と

して、管理者（イベントの主催者などを指す）に

は、感染症に関する法的な基礎知識の獲得に加え

て、法的責任への解決法の獲得も求められてい

る。 

講演会に出席する場合を想定して、説明責任に

関わる事項として、参加者の健康（体調）管理に

使える指標は、感染までの潜伏期間（7 日程度）

と、宿主細胞内での増殖の早さ（5-6 時間程度）

（（）は新型コロナのデータ）の情報を追加した。  

体調のわずかな異変と免疫が働き始めること

について、こまめな検温にて気づく点にも着目し

た。既知ウイルスと同様に、消毒の徹底、適切な

マスク、換気の励行などの予防策にも着目した。 

 

以上を受けて、ウイルス感染防御に効果を出す

ための、消毒・保護具の役割、技術士の役割につ

いて、これまでの経験と考察を交えて、説明され

た。 



 

 

 

３．毒物と毒液の発見 

 16 世紀に毒素は用量に応じて毒にも無毒にも

なる傾向が、19 世紀前半に、次亜塩素酸カルシウ

ムに消毒の効果が、19 世紀後半には免疫とワクチ

ンの効果が発見された。 

19 世紀末にタバコモザイク病の病原体が毒液

に存在することが発見され、毒液にウイルスと命

名された。 

20 世紀前半に電子顕微鏡が発明され、ウイルス

の結晶構造が観察されたことで物質とされた。 

20 世紀後半には、ウイルスの核酸（RNA、DNA、）

が遺伝子分析され、増殖機能を持つウイルスの

大発見時代が訪れた。 

 

未知ウイルスは、治療法まで確立した既知の

ものよりも圧倒的に多い点は化学物質において

も共通する。 

 

４．消毒の役割 

消毒は、これまでは、加熱以外の消毒薬はアル

コールと塩素系薬剤であった。新型コロナの時

代に入り、わが国では、同様の効果のある薬剤の

探索が進められている。 

消毒といえども用量次第では毒にもなるの

で、適量を定めた許認可の法制度の規制を受け

る。 

 

５．呼吸器保護具の役割 

抗ウイルス性マスクは、わが国には、国家標準

に加えて、5 年前から業界標準がある。規格に合

格する市販品の中での実用テストは必要であ

る。 

 

６．技術士の役割 

 有機化学の専門分野には、新たに「毒性学」「分析化学」「化学物質監理」が加わった。「感染症

収束に向けた化学技術力の発揮」にも貢献する専門分野になることが望まれる。 

 

（文責 橋本 隆幸、監修 伊藤 雄二） 

 


